
 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策の強化について 

 

 京都市ＤＶ相談支援センター（以下「ＤＶセンター」）をＤＶ対策の中核施設として，

関係機関と連携を図りながら，引き続き，相談・支援，啓発等の取組を総合的に推進して

いくとともに，平成３１年度については，以下の事業に重点的に取り組む。 

◇ 将来，配偶者間等のＤＶに繋がる可能性のある，デートＤＶを含む交際相手からの暴

力を防止するため，高校生等の若年層を対象にデートＤＶ等の啓発を引き続き行う。 

◇ 現在，男性のＤＶ被害者及び加害者の相談窓口として設置する「男性のためのＤＶ電

話相談」の更なる周知を図るとともに，男性被害者の支援の在り方及び加害者対策につ

いて，府等と連携しながら効果的な手法等の検討を行う。 

◇ 相互に重複して発生するＤＶと児童虐待との関係性に留意し，ＤＶ被害者と子ども

の安全確保を最優先に適切に対応するため，児童相談所など関係機関との連携を強化

する。 

 

主な事業 

１ 若年層等への啓発 

⑴ デートＤＶ予防事業 

   平成２８年度に本市が製作したＤＶＤ「京都市デートＤＶ予防教材 アイのカタ

チ」の活用を促進し，ＤＶの被害者にも加害者にもならないための関係構築や，相談

を受けたときの対応について，引き続き学校と連携して啓発を行う。 

⑵ ＤＶ予防講座 

   ＤＶ防止のため，学生など若年層を含む幅広い年齢の市民にＤＶに関する正しい知

識を周知するとともに，被害者の早期発見による被害の深刻化を防ぐため，初期の相

談に対応する関係者等を対象とした講座を実施。 

   当事業については，これまでからウィングス京都の指定管理者を務める（公財）京

都市男女共同参画推進協会に委託していたが，平成３１年度からはウィングス京都の

指定管理事業とし，今後４年間の指定管理期間の中でより長期的な視点による事業運

営を可能とすることで，啓発の対象者や内容に係る様々なニーズに，より効果的・効

率的に対応していく。 

 

２ 男性被害者等への対応の検討 

男性のＤＶ被害者や潜在化している「暴力をやめたい。」と悩む男性のＤＶ加害者の

相談窓口として「男性のためのＤＶ電話相談」事業を実施。（公財）京都市男女共同参

画推進協会に事業委託してきたが，平成３１年度からはウィングス京都の指定管理事業

とし，今後４年間の指定管理期間の中でより長期的な視点による事業運営を可能とする

ことで，更なる効果的な運営を図る。 

また，加害者対策について，京都府が，今年度策定するＤＶに関する基本計画※の中

で，加害者更生プログラムの実施を盛り込むなど，男性の加害者への対応に取り組むと

しており，効果的な手法等の検討については，その取組も踏まえながら，京都府との連

携の下，進めていく。 

※「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画（第４次）」 
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３ ＤＶ及び児童虐待に係る関係機関の更なる連携 

⑴  児童相談所等との更なる連携 

   今後予定される配偶者暴力防止法改正などを踏まえ，相互に重複して発生するＤＶ

と児童虐待との関係性に留意し，ＤＶ被害者と子どもの安全確保を最優先とした対応

を行うため，ＤＶセンターと児童相談所の具体的な連携策の検討を進める。 

 ⑵ 府家庭支援総合センターとの連携の強化 

   市内在住のＤＶ被害者は，京都府家庭支援総合センターで相談する場合もあり，Ｄ

Ｖ被害者と虐待児童の保護等，支援に当たっては，ＤＶセンターと児童相談所の連携

だけでは十分ではない。ＤＶ被害者支援事業においては，これまでから市府が合同で

設置する「配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議」などで連携を図って

いるが，児童虐待の防止の視点も踏まえた情報共有等の連携方法等についても，府と

連携を図っていく。 

⑶ 関係機関職員への研修 

   ＤＶ被害者への二次加害を防ぐとともに，職務関係者が被害者を発見，ＤＶセンタ

ーへ通報することで，ＤＶ被害者及び虐待児童の保護等支援に繋げていくことを目的

とし，ケースワーカーや各区の子どもはぐくみ室の職員など，ＤＶに係る職務関係者

を対象に研修を行う。 

 

４ その他の取組 

⑴ 市民への普及啓発 

  ア ＤＶ被害者支援シンポジウム 

イ ＤＶ・性暴力被害者支援講座 

  ウ 「女性に対する暴力をなくす運動（１１月１２日～１１月２５日）」期間の取組 

⑵ 被害者の早期発見及び自立支援の充実 

 ア ＤＶセンターの運営 

（参考） 相談のべ件数 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

１,４９４ ４,１７６ ５,１３２ ４,８４０ ５,４２４ ４,７３２ ５,７７０ ５,２７５ 

  ※平成２３年度は１０月３日（開所日）から平成２４年３月３１日までの件数 

  ※平成３０年度は２月末現在の件数 

イ ウィングス京都における相談事業（女性への暴力相談） 

⑶ 被害者の保護及び自立支援の充実 

ア 京都市民間緊急一時保護施設補助金 

イ 京都市配偶者等からの暴力被害者緊急一時避難支援事業費補助金 

ウ 市営住宅優先入居 

 エ 「居場所づくり」事業 


